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 請求先 剣淵町（総務課財務広報グループ）上川郡剣淵町仲町37番1号　ＴＥＬ　0165-34-2121

 ①事務の名称 障害者自立支援に関する事務

 ②事務の概要

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）に
基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する事業に関する事務を行っている。
　障害者総合支援法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以
下、「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報ファイルを次の事務で取り扱う。
　①地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給決定等に関する事務
　②特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費の支給に関する事務
　③補装具費の支給決定に関する事務
　④介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定等に関する事務
　⑤計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関する事務
　⑥高額障害福祉サービス等給付費の支給等に関する事務
　⑦地域生活支援事業に関する事務
　⑧療養介護医療費、基準該当療養介護医療費の支給に関する事務
　なお、これらの事務に関して、番号法別表第二に基づいて各情報保有機関と中間サーバー、情報提供
ネットワークを介して情報の照会を行う。

 ③システムの名称
1．障害福祉システム
2．団体内統合宛名システム
3．中間サーバー

障害者自立支援に関する事務関連ファイル

 法令上の根拠
・番号法第9条第1項　別表第一の84の項
・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令　第60条

 ①実施の有無
2) 実施しない
3) 未定

[ 実施する ]

 ②法令上の根拠

･番号法第19条第7号及び別表第二
（別表第二における情報提供の根拠）
　第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定める
もの」が含まれる項（16、26、56の2、57、87、116の項）

（別表第二における情報照会の根拠）
　第一欄（情報照会者）が「都道府県知事又は市町村長」の項のうち、第二欄（事務）が「障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律」が含まれる項（108、109、110の項）

 ①部署 剣淵町健康福祉課

 ②所属長 課長　精進　直樹

＜選択肢＞
1) 実施する



 いつ時点の計数か 平成30年4月1日 時点

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関す
る重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

 いつ時点の計数か 平成30年4月1日 時点

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人未満（任意実施） ]

＜選択肢＞
1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 500人以上 2) 500人未満

1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞




